
ふるさと五條市応援寄附金推進事業実施要綱 

 

 ふるさと五條市応援寄附金推進事業実施要綱（平成３１年４月五條市告示第４４号）の全部

を改正する。 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ふるさと五條市応援寄附金（以下「寄附金」という。）の推進を図るとと

もに、市内地元特産品等の販路拡大及びＰＲ並びに観光ＰＲ等の地域産業振興に繋げること

を目的として事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 寄附者 五條市に寄附金の納付を行った者をいう。 

(2) 返礼品 寄附者に提供する地元特産品等で、市の魅力を発信することができる、市内で 

製造、加工、栽培等が行われている商品又はサービスの提供等をいう。 

(3) 協力事業者 返礼品の製造、加工、栽培、販売又はサービスの提供等を行っている法人、 

その他団体及び個人事業主をいう。 

（寄附金の申出等） 

第３条 寄附希望者は、寄附申出書（様式第１号）の提出又はインターネット上の所定の申込

フォームへの入力により寄附を申し込むものとする。 

２ 寄附金は、天災等のやむを得ない理由により返礼品の提供ができなくなった場合を除き、

収納手続後は、原則返還しない。 

（寄附金の使途の指定） 

第４条 寄附者は、寄附金の使途として次の各号に掲げる分野の中からいずれか一つを指定す

ることができる。 

(1) 子ども・子育て・教育に関すること。 

(2) 健康・医療・福祉に関すること。 

(3) 産業・観光・交流に関すること。 

(4) 環境保全・生活環境に関すること。 

(5) 安心安全・コミュニティに関すること。 

(6) 文化財・生涯学習・文化振興に関すること。 

(7) 市長におまかせ（使途を限定しない。） 

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて市長が別に定める事業 

（証明書等の送付） 

第５条 市長は、寄附金の入金を確認後、寄附者に対し、領収証明書（様式第２号）及び礼状

を送付する。 

（返礼品の贈呈） 

第６条 市長は、寄附金額に応じ、寄附者（市外に住所を有する者に限る。）に対し返礼品を贈

呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。 



２ 寄附者への返礼品の発送は、協力事業者が行うものとする。 

（返礼品の価格） 

第７条 本事業に係る返礼品の価格には、発送に係る梱包代並びに消費税及び地方消費税を含

むものとし、寄附金額の３割を超えないものとする。 

２ 市長は、返礼品の価格及び発送に要する費用（以下「送料」という。）をあわせた金額（以

下「市の支払う金額」という。）を協力事業者に支払うものとする。ただし、寄附者からの返

礼品の品質等に関する苦情等に対し、返礼品の回収、再発送及び代替品等による補償等を行

う場合、これに要する費用は協力事業者が負担することとする。 

３ 前項の送料は、実際に要した費用の額とする。 

（返礼品の要件） 

第８条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 

 (1) 市内において、製造、加工、栽培等が行われている商品又は実施されるサービス等を提

供するものであること。 

 (2) 各種法令等を遵守して、製造、加工、栽培等が行われている商品又は実施されるサービ

ス等であること。 

 (3) 五條市の魅力を伝えられるものや市のＰＲに繋がるものであること。 

 (4) 返礼品の提供期間内において品質及び数量的に安定供給が見込めるものであること。 

 (5) 平成３１年総務省告示第１７９号第５条に規定される総務大臣が定める基準（以下「地

場産品基準」という。）に適合するものであること。 

（協力事業者等の申請等） 

第９条 市長は、協力事業者の募集を行うことができる。 

２ 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が

協力事業者として適当でないと認めたときは、協力事業者としないことができる。 

 (1) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成２８年１１月五條市告示第

１０４号）第３条第１項第１号、第４号及び第５号に規定する者に該当しないこと。 

 (2) 市税等の滞納がないこと。 

３ 協力事業者の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、ふるさと五條市応援寄 

附金推進事業参加申請書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するも 

のとする。 

(1) ふるさと五條市応援寄附金推進事業返礼品登録依頼票（様式第４号） 

(2) 返礼品画像 

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（協力事業者等の承認等） 

第１０条 市長は、前条第３項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、ふる 

さと五條市応援寄附金推進事業参加承認（不承認）決定通知書（様式第５号）及びふるさと 

五條市応援寄附金推進事業返礼品登録承認（不承認）決定通知書（様式第６号）により当該 

申請者に通知するものとする。 

（内容変更の承認等） 

第１１条 協力事業者は、前条の規定により承認を受けた返礼品登録内容の変更をしようとす 



るときは、市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による承認を受けようとする協力事業者は、ふるさと五條市応援寄附金推進事 

業返礼品変更承認申請書（様式第７号。以下「返礼品変更承認申請書」という。）に、次の各 

号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

(1) 変更しようとする返礼品画像 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による返礼品変更承認申請書の提出があったときは、承認の可否を決 

定し、ふるさと五條市応援寄附金推進事業返礼品内容変更承認（不承認）決定通知書（様式 

第８号）により、返礼品変更承認申請書を提出した協力事業者に通知するものとする。 

（推進事業参加の辞退等） 

第１２条 協力事業者は、ふるさと五條市応援寄附金推進事業への参加を辞退しようとすると 

きは、速やかに、ふるさと五條市応援寄附金推進事業参加辞退届出書（様式第９号）を市長 

に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、すでに寄附者から希望のあった返礼品については、協力事業者（前

項の規定によりふるさと五條市応援寄附金推進事業への参加を辞退し、協力事業者でなくな

った者を含む。次項、第１４条、第１５条及び第１８条第３項において同じ。）において責任

を持って送付及び役務の提供（以下「送付等」という。）を完了させなければならない。 

３ 前項の規定による送付等を完了した協力事業者は、第１４条第１項の規定によりその旨を

報告しなければならない。 

（承認の取消し） 

第１３条 市長は、返礼品又は協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、返礼品又 

は協力事業者の承認を取り消すことができる。 

 (1) 返礼品又は協力事業者が、第８条又は第９条第２項の要件を満たさなくなったとき。 

 (2) 寄附者又は市に損害を与える行為があったとき。 

 (3) 食品である返礼品（以下「食品返礼品」という。）を提供する協力事業者が食品表示法

（平成２５年法律第７０号）に違反したとき。 

 (4) 市長が協力事業者として適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前条の規定による届出があったとき又は前項の規定により承認を取り消したとき 

は、ふるさと五條市応援寄附金推進事業承認取消通知書（様式第１０号）により協力事業者 

に通知するものとする。 

（請求等） 

第１４条 協力事業者は、返礼品の送付等が完了したときは、ふるさと五條市応援寄附金推進

事業実績報告書兼請求書（様式第１１号）により、返礼品の送付等が完了した日の属する月

の翌１０日（毎年３月分については、当月末日）までに、当該送付等の実績を報告するとと

もに実績に係る市の支払う金額を請求するものとする。ただし、インターネット申込サイト

により寄附のあったものについては、当該インターネット申込サイトの運営方法により請求

を行うものとする。 

２ 市は、協力事業者から前項の報告及び請求があったときは、当該請求があった日から３０

日以内に、市の支払う金額を協力事業者が指定する金融機関口座へ振り込むものとする。た



だし、インターネット申込サイトにより寄附のあったものについては、当該インターネット

申込サイトの運営方法により市の支払う金額を協力事業者が指定する金融機関口座へ振り込

むものとする。 

（協力事業者の義務） 

第１５条 協力事業者は、返礼品の提供に係る事故又は紛争が発生したときは、速やかに市長

に報告するとともに、自己の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。また、

解決後は速やかに市長に経緯を報告しなければならない。 

２ 協力事業者は、提供する返礼品に関し、地場産品基準（食品返礼品を提供する協力事業者

にあっては、地場産品基準及び食品表示法）において遵守すべき事項が確認できる書類を整

備し、及び保管しなければならない。 

 （調査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行うものとする。この場合

において、協力事業者は、当該調査に応じなければならない。 

 (1) 返礼品が第８条の要件を満たしているかどうかについて、当該返礼品を提供する協力事

業者に対して行う調査 

 (2) 協力事業者が第９条第２項の要件を満たしているどうかについて、当該協力事業者に対

して行う調査 

  (3) 協力事業者が前条の義務を履行しているかどうかについて、当該協力事業者に対して行

う調査 

（個人情報の保護等） 

第１７条 協力事業者は、本事業に参加することにより知り得た寄附者の個人情報を含む一切

の業務上の秘密を厳重に取り扱うとともに、本事業以外の目的に使用し、又は第三者に漏え

いしてはならない。また、協力事業者でなくなった後も、同様とする。ただし、協力事業者

が返礼品に同封したパンフレット等により、寄附者から協力事業者へ直接商品の申し込み等

がなされた場合において、協力事業者が知り得た個人情報の取扱いについてはこの限りでな

い。 

（その他） 

第１８条 市長は、市ホームページに返礼品の画像、内容、協力事業者名等を掲載することが

できる。また、協力事業者にホームページがある場合、希望により掲載欄にリンクを貼るこ

とができる。 

２ 市長は、市が作成するふるさと五條市応援寄附金パンフレット等に協力事業者から提供さ

れた返礼品の画像、内容、協力事業者名等を掲載することができる。 

３ 協力事業者は、返礼品発送時に自社製品等のパンフレットを同封することができる。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項及び疑義については、必要

に応じて協力事業者と協議の上、市長が別に定める。 

（担当課） 

第２０条 この要綱に基づく寄附金の担当課は、市長公室企画政策課とする。 

（活用状況の公表） 



第２１条 市長は、寄附金の毎年度の活用状況を公表するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （ふるさと五條市応援寄附金要綱の廃止） 

２ ふるさと五條市応援寄附金要綱（平成２７年４月五條市告示第４０号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前のふるさと五條市応援寄附金推進事業実

施要綱の規定又は前項による廃止前のふるさと五條市応援寄附金要綱の規定により行われた

申出その他行為は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月６日から施行する。 

 


